
平成１７年１２月２１日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官
平成１７年（行ウ）第４８号　診療報酬請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年１１月１６日

判決
主文

１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第１　原告の請求

　　被告は，原告に対し，２２８０万６７９５円及びこれに対する平成１７年６月２２日か
ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要
本件は，医師である原告が，社会保険診療報酬支払基金法（昭和２３年法律第１２

９号）に基づいて設立された法人である被告に対し，自己が開設する病院の平成１７
年４月１日から同月３０日までの診療報酬の支払を求めたところ，被告が，債権者不
確知を理由に弁済供託したと主張して争っている事案である（なお，当裁判所は，本
件訴訟を実質的当事者訴訟と考えるが，仮に上記診療報酬請求権が私法上のもの
であって，本件訴訟が民事訴訟であるとしても，以下のとおり，結論は全く異なること
がない。）。
１　前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実）

(1)　当事者等
ア　原告は，愛知県豊橋市a町b番地に所在する精神科，神経科を診療科名とす
るＡ病院を開設した医師である（甲２）。

イ　被告は，社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された法人であり，
保険者から健康保険法等の規定に基づいてなす療養の給付及びこれに相当
する給付の費用の委託を受けて，療養の給付及びこれに相当する給付に係る
医療を担当する者（診療担当者）に対して適正な報酬金額を支払うことなどの
業務を行うことを目的としている。

(2)　被告による診療報酬の支払
被告は，平成元年３月２４日，原告から，兄弟であるＢに被告からの「診療（調

剤）報酬の受領に関すること」を委任すること（以下「本件委任」という。），「本委
任を解除する場合には双方連署のうえ届出のない限りその効力のないことを誓
約」することを内容とする委任状を受理し，それ以降，原告に支払うべき診療報
酬をＢ名義の預金口座に振り込んで支払っていた（甲６）。

(3)　原告とＢとの紛争
原告は，本件委任に関し，Ｂとの間で紛争を生じたことから，平成１６年５月１

７日，豊橋簡易裁判所に対し，本件委任の解除を求める調停を申し立てたが，
不調に終わったため，同年１０月２０日，名古屋地方裁判所豊橋支部に対し，Ｂ
を被告として，本件委任が解除されていることの確認を求める訴えを提起した
（同支部平成１６年（ワ）第３０１号）。

これに対し，Ｂは，Ａ病院は原告とＢとが持分各２分の１を有する民法上の組
合によって運営されており，上記診療報酬の受領も組合の業務執行として行わ
れてきたものであるから，組合の解散前に本件委任を解除することは許されな
い旨主張し，抗争するに至った（乙２の２）。

(4)　原告からの委任契約解除届提出と診療報酬の支払
原告（代理人弁護士）は，平成１７年２月１０日到達の内容証明郵便をもって，

Ｂに対し，本件委任を解除するとの意思表示をした上，同年３月９日，被告に対
し，上記内容証明郵便の写しを添付した委任解除届（ただし，受任者欄にはＢの
氏名の表記はあるものの押印されていない。）を提出した（甲７の１・２，１４）。

そこで，被告は，同年４月２１日及び同年５月２０日，同年２月分及び３月分の
診療報酬（２００９万０１７８円，２３９３万８５６３円）を原告名義の銀行口座に振り
込んで支払った（甲８の１・２，９，１０の１・２，１１，１２）。

(5)　Ｂからの通知と被告による診療報酬の弁済供託
これに対し，Ｂ（代理人弁護士）は，平成１７年５月２４日到達の内容証明郵便

をもって，被告に対し，Ａ病院は実質的に原告とＢとの組合契約による組合事業
として運営されていること，したがって，組合契約が終了して清算が結了するま
では，原告が一方的に本件委任を解除することは許されないことなどを通知した
（乙２の１）。



他方，原告は，同年６月７日，名古屋地方裁判所豊橋支部に対し，上記訴え
の取下書を提出したが，Ｂは，同月９日付けで，同支部に対して，取下げについ
ての不同意書を提出した。

被告は，検討の結果，原告とＢとの間で診療報酬の受領権限に関して争いが
あると判断し，同月２１日，名古屋法務局豊橋支局に対し，支払うべき同年４月
分の診療報酬（２２８０万６７９５円）を弁済供託した（同支局平成１７年度金第１３
７号。以下「本件供託」という。乙３）。

なお，Ｂは，上記訴えの訴状，答弁書，取下書，不同意書の写しを添付した同
年６月２７日到達の内容証明郵便をもって，被告に対し，従来どおり，診療報酬
をＢ名義の預金口座に振り込んで支払うよう求める旨通知した（乙２の２）。

これに対し，原告は，同年７月２１日，名古屋地方裁判所豊橋支部に対し，本
件供託は無効であること，Ａ病院の経営に必要不可欠な経費の支払が困難とな
っていることなどを理由に，被告を相手方として，同年４月分の診療報酬の仮払
を求める仮処分を申し立てたが（同支部平成１７年（ヨ）第２３号），同年８月３１
日，取り下げている（乙４の１・２）。

２　本件の争点
本件供託の有効性（本件が民法４９４条後段にいう債権者不確知の場合に当た

るか否か。）
３　争点に関する当事者の主張
（原告の主張）

被告は，診療報酬を保険医療機関に対して支払うことを業務内容とする法人で
あるところ，健康保険法によれば，保険医療機関の指定を受けるのは病院若しくは
診療所である（同法６３条３項１号）。しかるところ，本件においては，原告が保険医
療機関の指定を受けているのであるから，診療報酬請求権を有しているのは原告
だけである。

他方，被告とＢとの間には，診療報酬につき何ら法律関係はなく，Ｂは，原告が
診療報酬の受領を委任したにすぎない者であって，診療報酬請求権を有する者で
はない。

また，Ｂは，原告の委任によって診療報酬の受領権限を有していた者であるとこ
ろ，原告は，本件委任を解除している。委任契約は，委任者が自由に解除すること
ができるから，上記解除は有効である。

したがって，本件における診療報酬請求権の債権者は原告であることが明らか
であるから，本件供託は，民法４９４条後段の要件を満たしていない無効なもので
ある。

（被告の主張）
被告は，Ｂの代理人弁護士からの通知等により，原告とＢとの間で，診療報酬の

受領権限の帰属を巡って争いがあることを知り，診療報酬の真の債権者又は受領
権者が原告であるかＢであるかが確定できない事態となった。そこで，診療報酬の
審査，支払につき，公的な使命を有している被告としては，診療報酬の二重払を回
避するため，やむなく本件供託をしたものである。

以上のとおり，本件供託は，①債務の目的物が供託可能であり，②債務が現存
し確定しており，③民法４９４条後段の債権者不確知という供託原因が存するとい
う弁済供託の要件をすべて満たした適法有効なものであり，これにより上記診療報
酬債権は消滅したから，原告の本訴請求は理由がない。

第３　当裁判所の判断
１　前記前提事実によれば，原告は，Ｂに対し，診療報酬の受領を委任し，その旨被

告に届け出たため，被告においても，Ａ病院に係る診療報酬の受領権限はＢに帰
属するものと認め，平成元年３月以降の診療報酬をＢに支払うことを承認し，以
後，これをＢに支払っていたところ，平成１７年３月９日，原告から，委任契約の解
除により，Ｂの上記受領権限が消滅したとの通知を受けたため，同年２月分及び３
月分の診療報酬を原告に支払ったものの，その後，Ｂの代理人弁護士から，上記
委任契約の解除は無効である（したがって，従来どおりの方法で診療報酬を支払う
べきである）との通知を受けたことから，民法４９４条後段の債権者不確知を理由と
して，本件供託をしたこと，以上のように要約することができる。

２　そこで，本件供託の有効性について判断する。
(1)　原告は，まず診療報酬の支払を受け得るのは，保険医療機関の指定を受けて

いる原告に限られる旨主張するところ，社会保険診療報酬支払基金法及び健康
保険法上，診療報酬の「債権者」が原告であることは否定できない。



しかしながら，一般に，代理受領の受任者が代理受領するについて独自の利
益を有する場合，これを承認した債務者は，みだりに上記利益を害することがな
いようにすべき義務を負うから，かかる義務に違背して，故意過失に基づき，委
任者である債権者に弁済し，当該債権を消滅させたときは，代理受領の受任者
に対する不法行為責任を免れないと解される（最高裁判所昭和４４年３月４日第
三小法廷判決・民集２３巻３号５６１頁）ところ，本件においては，Ｂは，原告との
間で持分を各２分の１とする民法上の組合契約を締結しており，Ａ病院の経営及
びＢによる診療報酬の代理受領は同組合の業務執行として行われてきたと主張
しているから，これが事実であるならば，代理受領した診療報酬を自己の利益分
配請求権に充てるなど，代理受領について独自の利益を有すると認めることは
十分に可能というべきである。

そうすると，被告としては，本件委任が有効である限り，原告へ診療報酬を支
払うことはできないといわざるを得ない。

(2)　この点について，原告は，本件委任は解除されている旨主張するところ，原告
がＢに対する委任解除の意思表示をしたことは前記のとおりである。

しかしながら，Ｂは，本件委任は通常の委任契約に基づくものではなく，民法
上の組合契約に基づく業務執行としてなされたものであるから，その解除は許さ
れない旨主張しているところ，これが事実であるならば，委任の解除に関する民
法６５１条は６７１条によって準用されておらず，組合の業務執行の方法は組合
契約ないし６７０条によって定まることになるから，委任者による一方的な解除は
認められないと解する余地が十分にあるといわざるを得ない。

(3)　そうすると，被告としては，弁護士を代理人として通知を受けたＢの上記主張
が正当か否かについて確定しない限り，委任者である原告に支払うべきか，そ
れとも代理受領権者であるＢに支払うべきかを確知し得ない状況に置かれてい
るというべきところ，このように，代理受領権限の有無について争いが生じている
場合は，民法４９４条後段にいう過失なく債権者を確知することができないときに
該当すると解すべきであるから，被告による本件供託は有効であると認めるの
が相当である。

３　以上の次第で，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし，訴訟費用に
ついて行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決す
る。

　　　　名古屋地方裁判所民事第９部

　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　加藤幸雄

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　舟橋恭子

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　片山博仁


